
令和４年第２回弘前市国民健康保険運営協議会  

 

 

日時：令和４年１０月２４日（月）  

午後１時３０分から  

場所：弘前市社会福祉センター  大会議室  

 

 

次    第  

 

 

１  開   会  

 

２  会長挨拶  

 

３  協議事項（諮問事項）  

（１）令和５年度弘前市国民健康保険料の料率を改定すること。  

 

４  閉   会  





令和５年度以降の国民健康保険料の
賦課基準について

弘前市国民健康保険運営協議会資料

健康こども部国保年金課
令和４年１０月２４日
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■令和５年度の国民健康保険料の改定ポイント
（事務局案）

①『医療給付分』と『後期高齢者支援金分』
の所得割を中心に引き下げ。

② 『医療給付分』と『後期高齢者支援金分』
における【応能割】：【応益割】の配分率
を見直しする。
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国民保険料賦課の仕組み …おさらい

3



【基礎知識】
国保の保険料と県に納める事業費納付金は、「医療給付分」、
「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」の３区分あります。
それぞれの現行の賦課基準は下記のとおりです。

単位：円

医療給付分
後期高齢者
支援金分

介護
納付金分

平等割 24,400 7,600 6,000

均等割 22,400 8,600 10,400

応能割 所得割 10.1% 3.6% 3.4%

（賦課限度額） 650,000 200,000 170,000

区分

応益割

現行の保険料賦課基準
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基礎知識 「医療給付分」と「後期高齢者支援金分」は

全ての被保険者に賦課されます。

単位：円

医療給付分
後期高齢者
支援金分

介護
納付金分

平等割 24,400 7,600 6,000

均等割 22,400 8,600 10,400

応能割 所得割 10.1% 3.6% 3.4%

（賦課限度額） 650,000 200,000 170,000

区分

応益割

現行の保険料賦課基準

5



「介護納付金分」は４０歳から６４歳まで（介護の２号
被保険者）の被保険者にのみ賦課されます。

単位：円

医療給付分
後期高齢者
支援金分

介護
納付金分

平等割 24,400 7,600 6,000

均等割 22,400 8,600 10,400

応能割 所得割 10.1% 3.6% 3.4%

（賦課限度額） 650,000 200,000 170,000

区分

応益割

現行の保険料賦課基準
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今回改定を行う箇所
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単位：円

区分 医療給付分
後期高齢者
支援金分

介護
納付金分

平等割 24,400 7,600 6,000

均等割 22,400 8,600 10,400

所得割 10.1% 3.6% 3.4%

（賦課限度額） 650,000 200,000 170,000

現行の保険料賦課基準

前回引き下げの際に応益割部分では均
等割のみ引き下げしたことでバランスが
崩れているので、今回は平等割の方の

みを下げて、バランスを調整する。
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現状の課題
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【重要】県単位化‥料率基準の県下統一へ向け、
今後何が必要なのか。 課題は大きく二つ。

現状の課題①
弘前市の賦課基準における【応能割】と【応益割】への

配分比率と、県の示す標準保険料率における同配分率に大
きな乖離がある。（１７Ｐを参照）

現状の課題②
「介護納付金分」について、本来徴収すべき保険料が

充足できていない状況にある。
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単位：円

医療給付分
後期高齢者
支援金分

介護
納付金分

弘前市 10.1% 3.6% 3.4%
県の標準保険料 6.57% 2.64% 3.52%

県-市 -3.53% -0.96% 0.12%
弘前市 22,400 8,600 10,400

県の標準保険料 28,318 11,050 17,897
県-市 5,918 2,450 7,497
弘前市 24,400 7,600 6,000

県の標準保険料 18,888 7,370 9,138
県-市 -5,512 -230 3,138

現行の賦課基準と
県が当市に示している賦課基準の差異

平等割

所得割

均等割

区分



【ポイント】
県の標準保険料と市の基準の比較

県は、応能割：応益割の配分率を
４４：５６程度として各市町村へ示している。

→ 方向性として、応能割→応益割へ賦課
の比重をスライドしていく必要がある。

※県、当市、全国との比較は１７Ｐ
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単位：円

医療給付分
後期高齢者
支援金分

介護
納付金分

弘前市 10.1% 3.6% 3.4%
県の標準保険料 6.57% 2.64% 3.52%

県-市 -3.53% -0.96% 0.12%
弘前市 22,400 8,600 10,400

県の標準保険料 28,318 11,050 17,897
県-市 5,918 2,450 7,497
弘前市 24,400 7,600 6,000

県の標準保険料 18,888 7,370 9,138
県-市 -5,512 -230 3,138

現行の賦課基準と
県が当市に示している賦課基準の差異

平等割

所得割

均等割

区分

介護納付金分はかなり引き上げし
ないといけない状況である。



どのくらい不足しているのか。
‥令和３年度決算ベースで１億６千万円以上

不足している。
各区分ごとの過不足額（令和３年度決算ベース） （単位：百万円）

医療
給付費分

後期高齢者
支援金分

介護
納付金分

合計

保険料収入額 A 3,399 1,182 471 5,052

その他収入 B 14,746 42 24 14,812

収入合計 C=A+B 18,145 1,224 495 19,864

事業費納付金 D 3,391 1,139 656 5,186

その他支出 E 13,962 0 0 13,962

支出合計 F=D+E 17,353 1,139 656 19,148

過不足 C-F 792 85 ▲ 161 716

※Aの保険料収入額には保険基盤安定分も含まれている。
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県の標準保険料率と当市の基準の比較

15



応能割

所得割 均等割 平等割

医療給付分 55 27 18

後期高齢者支援金分 55 31.5 13.5

介護納付金分 50 35 15

弘前市国民健康保険条例における応能割：応益割の配分率

区分
応益割
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（医療給付分） 応能割 応益割 備考

当市 55 45
現状県内29/40市町村が、当市と同じく
応能割側に過重配分している。

県の標準保険料 44 56
青森県の所得平均が全国の８割程度しか
ないことを配慮して調整している。

全国平均 58.5 41.5 ※平成２７年度当時のデータ

国の政令基準 50 50

※県単位化に伴い、平成３０年に廃止。
元々は３方式の例では、
所得割：平等割：均等割を50：35：15と
するように定めていた。

当市と県の標準保険料・全国平均とでの応能割：応益割の配分比率の違い



参考：基盤安定繰入金の仕組み

18

医療分 後期分 介護分 計

均等割 22,400 8,600 10,400

平等割 24,400 7,600 6,000

23,700

財源（一般会計）

79,400

7割
軽減79,400

県3/4

市1/4

55,700



対応方針
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現状の課題①
弘前市の賦課基準における【応能割】と【応益割】への

配分比率と、県の示す標準保険料率における同配分率に大
きな乖離がある。

現状の課題②
「介護納付金分」について、本来徴収すべき保険料が

充足できていない状況にある。

今回の改定における対応方針（案）

将来的に解決は必要だが、
今後の課題として先送りしたい。

今回の改定で可能なラインまで
是正したい。
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現状の課題①への対応

配分率 ５２．５：４７．５を目安に調整

今回の改定における対応方針（案）
‥課題①への対応の具体的中身

・【応能割】：【応益割】の配分比率を、県単位化までの長期目標を
５０：５０に置いて、目指していく。

・今回の改定では、５２．５：４７．５となるよう調整し段階的に比率を
見直ししていく。
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料率の改定幅をどの程度とするか

国民健康保険特別会計の財政状況
（国保財政調整基金の状況等）
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財政推計
現行の料率を継続する仮定での試算

R4 R5 R6 R7 R8 R9

38,393 36,961 35,399 33,995 32,786 32,062

17,243 16,512 15,669 14,972 14,398 14,169

44.9 44.7 44.3 44.0 43.9 44.2

13,611 13,283 12,919 12,548 12,245 12,007

35.5 35.9 36.5 36.9 37.3 37.4

324,207 345,995 355,094 363,634 371,053 374,132

125,271 138,899 141,764 144,692 147,685 150,743

そ

の

他

の

数

値

介護2号(40~64歳)（人）

介護2号(40~64歳)の比率（％）

一人あたりの保険給付費（円）

一人あたりの納付金額（円）

平均被保険者数（人）

高齢者数(65歳以上)（人）

高齢者数(65歳以上)の比率（％）

項目

●R4→R5で急激に財政が
悪化する理由
R4では約４億円分事業費納

付金が減額調整されている。
（単価でいうと約１万円）
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(単位：百万円）

科目 R4 R5 R6 R7 R8 R9

歳
入

国民健康保険料 3,644 3,492 3,356 3,233 3,128 3,065

保険基盤安定繰入金 1,123 1,081 1,041 1,006 975 959

普通交付金 12,399 12,726 12,509 12,301 12,106 11,937

その他 1,911 1,710 1,187 1,186 1,205 1,184

合計 19,077 19,009 18,093 17,726 17,414 17,145

歳
出

保険給付費 12,448 12,789 12,570 12,362 12,166 11,996

国民健康保険事業費納付
金

4,810 5,134 5,019 4,919 4,843 4,834

その他 1,298 1,105 584 584 583 583

合計 18,556 19,028 18,173 17,865 17,592 17,413

収支

単年度収支額 521 ▲ 19 ▲ 80 ▲ 139 ▲ 178 ▲ 268

累積収支額（基金残高見
込）

3,094 3,075 2,995 2,856 2,678 2,410



単位：百万円　　

所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 R4 R5 R6 R7 R8 R9

単年度 521 ▲19 ▲80 ▲139 ▲178 ▲268

累積 3,094 3,075 2,995 2,856 2,678 2,410

増減 ▲1.2pt 0円 ▲1,200円 ▲0.4pt 0円 0円 単年度 521 ▲280 ▲331 ▲382 ▲411 ▲499 保険料 ▲154 ▲44 ▲198

改定後 8.9% 22,400円 23,200円 3.2% 8,600円 7,600円 累積 3,094 2,814 2,483 2,101 1,690 1,191 総収入 ▲183 ▲49 ▲261

増減 ▲1.25pt 0円 ▲1,500円 ▲0.4pt 0円 0円 単年度 521 ▲294 ▲342 ▲393 ▲423 ▲510 保険料 ▲167 ▲44 ▲211

改定後 8.85% 22,400円 22,900円 3.2% 8,600円 7,600円 累積 3,094 2,800 2,458 2,065 1,642 1,132 総収入 ▲197 ▲49 ▲275

増減 ▲1.3pt 0円 ▲1,800円 ▲0.4pt 0円 0円 単年度 521 ▲305 ▲355 ▲404 ▲433 ▲520 保険料 ▲176 ▲44 ▲220

改定後 8.8% 22,400円 22,600円 3.2% 8,600円 7,600円 累積 3,094 2,789 2,434 2,030 1,597 1,077 総収入 ▲208 ▲49 ▲286

増減 ▲1.4pt 0円 ▲2,500円 ▲0.4pt 0円 0円 単年度 521 ▲335 ▲383 ▲432 ▲460 ▲547 保険料 ▲197 ▲44 ▲241

改定後 8.7% 22,400円 21,900円 3.2% 8,600円 7,600円 累積 3,094 2,759 2,376 1,944 1,484 937 総収入 ▲238 ▲49 ▲316

増減 ▲1.5pt 0円 ▲3,200円 ▲0.4pt 0円 0円 単年度 521 ▲362 ▲408 ▲457 ▲484 ▲570 保険料 ▲216 ▲44 ▲260

改定後 8.6% 22,400円 21,200円 3.2% 8,600円 7,600円 累積 3,094 2,732 2,324 1,867 1,383 813 総収入 ▲265 ▲49 ▲343

合計- 医療 後期

保険料見直し事務局提案とR９年度までの財政推計

11 医 療 給 付 費 分 11 11後期高齢者支援金分 11 123456 財 政 推 計 123456 収入の減少額

（R5単年度ベース）

１

案

２

案

3.6% 8,600円 7,600円現行 10.1% 22,400円 24,400円

5

案

３

案

４

案
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改定案（中間案の３案）
【医療分】所得割１．３ポイント＋平等割１，８００円引下げ
【後期分】所得割０．４ポイント

【医療分】 現行 改定案 改定幅 単位 賦課割合

所得割 10.1 8.8 -1.3 pt 52.5

均等割 22,400 22,400 29.5

平等割 24,400 22,600 -1,800 18

【後期分】 現行 改定案 改定幅 単位 賦課割合

所得割 3.6 3.2 -0.4 pt 52.5

均等割 8,600 8,600 0 31

平等割 7,600 7,600 0 16.5

円

円

保険料収入の減少

約２億２０００万円

国保財政への収入減少
※基盤安定の減含む

約２億８６００万円
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まとめ：改定による被保険者世帯への影響
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所得割 平等割
保険料収入
減少額総額

一世帯
あたり
平均

引下額

例）
対象所得100万円
の場合

引下幅
の目安

案１ ▲1.6 pt ▲1,200円 198,558,778 8,181 ▲17,200円
▲300～
▲約83,000円

案２ ▲1.65 pt ▲1,500円 211,247,775 8,704 ▲18,000円
▲400～
▲約86,000円

案３ ▲1.7 pt ▲1,800円 220,539,460 9,087 ▲18,800円
▲500～
▲約88,000円

案４ ▲1.8 pt ▲2,500円 242,112,204 9,975 ▲20,500円
▲700～
▲約94,000円

案５ ▲1.9 pt ▲3,200円 260,376,053 10,728 ▲22,200円
▲900～
▲約100,000円



案１～案５それぞれの所得階層別の引き下げ額

参考資料

改定前

医療分 後期分 介護分

平等割 均等割 平等割 均等割 平等割 均等割

夫（４３歳） 22,400 8,600 6,000 10,400

妻（３８歳） 22,400 8,600

子（１２歳） 22,400 8,600

計

※端数調整あり

モデル

３人世帯

141,400

所得割

10.10% 3.60% 3.40%

医療給付分 後期支援金分 介護納付金分

24,400 7,800

所得
（給与収入

相当額）

軽減該当

区分

応益割

（軽減後）
応能割額

改定前

保険料
改定後 減額幅

0 55万以下 ７割軽減 42,300 0 42,300 42,000 -300

800,000 135万円 ５割軽減 70,700 63,100 133,800 127,300 -6,500

1,500,000 約226万円 ２割軽減 113,000 183,000 296,000 277,900 -18,100

3,000,000 430万円 - 141,400 439,300 580,700 538,400 -42,300

4,500,000 約618万円 - 141,400 695,800 837,200 770,900 -66,300

所得
（給与収入

相当額）

軽減該当

区分

応益割

（軽減後）
応能割額

改定前

保険料
改定後 減額幅

0 55万以下 ７割軽減 42,300 0 42,300 41,900 -400

800,000 135万円 ５割軽減 70,700 63,100 133,800 126,900 -6,900

1,500,000 約226万円 ２割軽減 113,000 183,000 296,000 277,100 -18,900

3,000,000 430万円 - 141,400 439,300 580,700 536,800 -43,900

4,500,000 約618万円 - 141,400 695,800 837,200 768,500 -68,700

所得
（給与収入

相当額）

軽減該当

区分

応益割

（軽減後）
応能割額

改定前

保険料
改定後 減額幅

0 55万以下 ７割軽減 42,300 0 42,300 41,800 -500

800,000 135万円 ５割軽減 70,700 63,100 133,800 126,600 -7,200

1,500,000 約226万円 ２割軽減 113,000 183,000 296,000 276,400 -19,600

3,000,000 430万円 - 141,400 439,300 580,700 535,200 -45,500

4,500,000 約618万円 - 141,400 695,800 837,200 766,200 -71,000

所得
（給与収入

相当額）

軽減該当

区分

応益割

（軽減後）
応能割額

改定前

保険料
改定後 減額幅

0 55万以下 ７割軽減 42,300 0 42,300 41,600 -700

800,000 135万円 ５割軽減 70,700 63,100 133,800 125,900 -7,900

1,500,000 約226万円 ２割軽減 113,000 183,000 296,000 274,700 -21,300

3,000,000 430万円 - 141,400 439,300 580,700 531,900 -48,800

4,500,000 約618万円 - 141,400 695,800 837,200 761,400 -75,800

所得
（給与収入

相当額）

軽減該当

区分

応益割

（軽減後）
応能割額

改定前

保険料
改定後 減額幅

0 55万以下 ７割軽減 42,300 0 42,300 41,400 -900

800,000 135万円 ５割軽減 70,700 63,100 133,800 125,200 -8,600

1,500,000 約226万円 ２割軽減 113,000 183,000 296,000 273,100 -22,900

3,000,000 430万円 - 141,400 439,300 580,700 528,700 -52,000

4,500,000 約618万円 - 141,400 695,800 837,200 756,700 -80,500

案２

案３

案４

案５

案１



グラフで見る平成30年度から令和4年度までの各所得額の推移

84,826 84,793 85,073
83,942

83,203

166,336 167,937 168,950

175,570
177,402

78,000

79,000

80,000

81,000

82,000

83,000

84,000

85,000

86,000

87,000

88,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度(百万円) (人)

給与所得

人数

所得額

4,414
4,368 4,349

4,593

4,291

10,065 9,896 9,928

10,510 10,339

3,800

3,900

4,000

4,100

4,200

4,300

4,400

4,500

4,600

4,700

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度(百万円) (人)

営業所得

人数

所得額

4,941 4,916 4,718 4,995

4,377

5,735

6,464

5,724

8,846

6,811

4,000

4,100

4,200

4,300

4,400

4,500

4,600

4,700

4,800

4,900

5,000

5,100

5,200

5,300

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度(百万円) (人)

農業所得

人数

所得額

3,941

3,856
3,815 3,826

3,744

5,054
4,972 4,946

4,887 4,851

3,500

3,600

3,700

3,800

3,900

4,000

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度(百万円) (人)

不動産

所得

人数

所得額



国保保険料係       

当初賦課時点における国保加入者の所得別状況
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保険者

番号 保険者名 所得割 資産割 均等割 平等割 限度額 所得割 資産割 均等割 平等割 限度額 所得割 資産割 均等割 平等割 限度額

(％) (％) （円） （円） (万円) (％) (％) （円） （円） (万円) (％) (％) （円） （円） (万円)

001 青森市 9.71 20,040 24,720 65 2.46 6,360 7,680 20 2.74 13,800 17

002 弘前市 10.10 22,400 24,400 65 3.60 8,600 7,600 20 3.40 10,400 6,000 17

003 八戸市 8.00 23,000 25,000 65 2.40 7,000 8,000 20 2.30 8,000 9,000 17

004 黒石市 8.40 36.30 28,200 26,100 65 1.90 8.80 6,700 5,800 20 1.80 10.40 8,700 5,100 17

005 五所川原市 7.27 37.76 25,210 21,500 65 2.21 12.25 7,400 6,400 20 2.02 12.63 9,400 5,500 17

006 十和田市 7.70 22.40 23,600 29,900 65 2.40 5.40 8,500 7,200 20 1.80 3.00 9,100 5,600 17

007 三沢市 7.50 25.00 25,000 31,000 65 2.50 10.00 8,000 9,500 20 1.80 5.00 8,000 6,500 17

008 むつ市 8.01 21,700 34,900 65 3.01 8,300 13,300 20 3.04 20,900 17

009 平内町 9.00 38.30 25,000 27,800 65 3.70 11.70 7,900 8,700 20 2.90 10.00 8,500 6,000 17

011 今別町 6.00 25.00 15,600 21,600 65 6.00 25.00 12,000 12,000 20 1.00 10.00 6,700 10,000 17

012 蓬田村 9.00 20.00 25,200 24,600 65 2.00 12.00 12,000 8,000 20 2.00 10.00 9,000 6,000 17

015 鰺ケ沢町 8.60 40.00 25,000 26,000 65 3.00 13.00 8,400 7,800 20 2.40 12.00 9,200 5,500 17

017 深浦町 8.10 36.30 21,100 23,900 65 2.20 9.60 5,700 6,300 20 1.90 11.00 7,900 4,100 17

025 西目屋村 8.50 24,000 28,000 65 2.80 7,800 8,400 20 2.40 6,900 7,200 17

026 藤崎町 9.50 25,500 20,100 65 2.80 7,800 6,000 20 2.40 8,700 4,500 17

027 大鰐町 7.00 40.00 19,300 30,000 65 2.90 5.00 9,800 9,800 20 1.40 5.00 9,800 9,800 17

032 田舎館村 7.60 28.00 21,600 26,100 65 1.90 7.00 6,300 5,100 20 1.60 9.00 8,400 5,400 17

034 板柳町 7.40 45.00 24,900 24,500 65 3.30 19.60 10,100 9,900 20 1.95 12.30 9,000 5,500 17

036 中泊町 9.31 0.00 23,400 25,800 65 2.75 0.00 9,600 10,800 20 2.49 0.00 12,000 9,000 17

037 鶴田町 8.30 0.00 13,800 0 65 2.30 0.00 3,600 0 20 2.40 0.00 4,200 0 17

040 野辺地町 8.26 44.28 28,100 37,400 65 2.18 8.36 5,100 10,700 20 0.66 5.50 6,900 3,100 17

041 七戸町 7.00 32.00 26,000 29,000 65 2.00 10.00 8,000 8,000 20 1.75 8.00 9,000 7,000 17

044 六戸町 8.50 28,000 32,000 65 2.70 11,000 10,000 20 2.30 12,000 7,000 17

045 横浜町 8.10 38.00 25,200 37,800 65 2.40 2.00 8,400 6,000 20 1.56 5.50 8,100 4,800 17

047 東北町 6.80 40.00 27,000 35,000 65 2.50 10.00 7,200 9,300 20 1.50 10.00 12,100 6,800 17

050 六ヶ所村 6.00 30.00 22,000 35,000 65 2.00 6.00 7,400 6,900 20 1.60 7.50 8,800 6,000 17

053 大間町 8.00 40.00 22,000 38,000 65 2.00 8,000 20 1.44 13,500 17

054 東通村 8.00 30.00 26,000 30,000 65 2.60 10.00 5,000 5,000 20 2.60 12,000 17

055 風間浦村 8.00 24,000 37,200 65 1.80 9,600 20 2.00 13,200 17

056 佐井村 9.80 25,200 38,400 65 3.20 12,000 20 3.00 13,200 17

058 三戸町 7.80 28,900 23,800 65 2.80 10,200 8,400 20 2.50 11,700 6,400 17

059 五戸町 8.70 27,000 30,000 65 2.40 10,000 8,000 20 1.80 12,000 7,000 17

060 田子町 8.64 35,400 25,200 65 2.44 10,000 7,100 20 2.34 12,200 5,800 17

062 南部町 8.60 16,400 29,000 65 1.80 8,000 8,000 20 1.80 12,000 7,000 17

063 階上町 6.40 39.90 26,900 20,400 65 2.70 22.10 11,200 7,900 20 2.40 20.90 14,900 7,700 17

067 新郷村 7.00 23,000 25,500 65 2.00 7,000 7,500 20 1.50 7,000 7,500 17

070 つがる市 6.10 26.30 24,600 25,800 65 2.37 7.70 7,200 8,400 20 2.26 4.00 9,000 6,600 17

071 外ヶ浜町 10.20 20.00 27,600 36,000 65 2.00 6.00 5,400 7,800 20 1.66 5.00 6,000 8,400 17

072 平川市 8.20 18.50 23,800 27,800 65 2.75 7.00 6,600 10,000 20 2.60 5.70 9,000 8,400 17

073 おいらせ町 6.30 36.00 27,200 32,200 65 1.90 9.20 7,600 9,300 20 1.60 8.20 9,200 6,200 17

令和４年度国民健康保険料（税）率等一覧
医療分 支援分 介護分










